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(54)【発明の名称】 エレクトロルミネセントディスプレイ装置及びその封止缶並びにその封止缶の製造方法

(57)【要約】
【課題】  製造工程が簡単になりカラー化も容易になる
新たな構造のＥＬＤ装置、及び熱膨張による問題を生じ
ることがなくなり、精密で安価に製造することができる
ＥＬＤ装置に使用する封止缶、並びにその封止缶の製造
方法を提供する。
【解決手段】  発光部２０の発光側ガラス基板２１の表
面上に、金属膜層２２を形成し、その上のカソードセパ
レータ２５で区画された領域に発光層２３を形成し、発
光層２３上に透明な薄膜の電極層２６を形成し、封止缶
１１は、透明な封止側ガラス基板１２の表面上にカラー
フィルタ層１５，１６，１７を形成し、その周囲にブラ
ックマスク層１４を形成し、周縁部の内側表面に形成し
た溝１３に乾燥剤１８を収納し、かつ周縁部にブラック
マスク層１４、カラーフィルタ層１５，１６，１７のい
ずれか一層以上の壁１９を形成し、壁１９の端面が発光
側ガラス基板２１の周縁部に接着した構造を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  発光側ガラス基板の表面にアノード電極
を形成し、そのアノード電極上にカソードセパレータに
より分離してエレクトロルミネセント現象により発光す
る発光層を形成し、その発光層上にカソード電極を形成
した発光部に、該発光層を形成した側の発光側ガラス基
板上を水分、ガスによる損傷を防止す乾燥剤を収納した
封止缶で覆う構造のエレクトロルミネセントディスプレ
イ装置において、
前記発光部の発光側ガラス基板の表面上には、アノード
電極として金属膜層を形成し、その金属膜層上のカソー
ドセパレータで区画された領域に発光層を形成し、その
発光層上に透明なカソード電極となる薄膜の電極層を形
成し、前記封止缶は、透明な封止側ガラス基板の表面上
の前記発光層に対向する位置にカラーフィルタ層を形成
するとともにそのカラーフィルタ層の周囲にブラックマ
スク層を形成し、周縁部の内側表面に形成した溝に乾燥
剤を収納し、かつ周縁部に前記ブラックマスク層あるい
はカラーフィルタ層のいずれか一層以上の壁を形成し、
前記封止缶の壁の端面が発光側ガラス基板の周縁部に接
着した構造を有することを特徴とするエレクトロルミネ
セントディスプレイ装置。
【請求項２】  請求項１記載のエレクトロルミネセント
ディスプレイ装置に使用する封止缶は、透明な封止側ガ
ラス基板の表面上にマトリックス状にブラックマスク層
を形成し、このブラックマスク層で区画された領域にカ
ラーフィルタ層を形成し、周縁部近傍のやや内側の封止
側ガラス基板に形成した溝に乾燥剤を収納し、かつ周縁
部に前記ブラックマスク層あるいはカラーフィルタ層の
いずれか一層以上の壁が形成されていることを特徴とす
る封止缶。
【請求項３】  透明な封止側ガラス基板の周縁部のやや
内側表面に乾燥剤を収納する溝を形成する工程と、前記
封止側ガラス基板の周縁部を除く表面にブラックマスク
層及びこのブラックマスク層の間の領域にカラーフィル
タ層を形成する工程と、前記ブラックマスク層及びカラ
ーフィルタを形成する工程と同じ工程において前記封止
側ガラス基板の周縁部表面にブラックマスク層あるいは
カラーフィルタ層のいずれかを１層以上の壁を形成する
工程とを備えることを特徴とする封止缶の製造方法。
【請求項４】  発光側ガラス基板の表面にアノード電極
を形成し、そのアノード電極上にカソードセパレータに
より分離してエレクトロルミネセント現象により発光す
る発光層を形成し、その発光層上にカソード電極を形成
した発光部に、該発光層を形成した側の発光側ガラス基
板上を水分、ガスによる損傷を防止す乾燥剤を収納した
封止缶で覆う構造のエレクトロルミネセントディスプレ
イ装置において、
前記発光部の発光側ガラス基板の表面上には、アノード
電極として金属膜層を形成し、その金属膜層上のカソー*
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*ドセパレータで区画された領域に発光層を形成し、その
発光層上に透明なカソード電極となる薄膜の電極層を形
成し、かつ周縁部には前記カソードセパレータと同じ高
さの壁を形成し、前記封止缶は、透明な封止側ガラス基
板の表面上の前記発光層に対向する位置にカラーフィル
タ層を形成するとともにそのカラーフィルタ層の周囲に
ブラックマスク層を形成し、周縁部の内側表面に形成し
た溝に乾燥剤を収納し、前記封止缶の周縁部の表面が発
光側ガラス基板の周縁部に形成された端面に接着した構
造を有することを特徴とするエレクトロルミネセントデ
ィスプレイ装置。
【請求項５】  請求項４記載のエレクトロルミネセント
ディスプレイ装置に使用する封止缶は、透明な封止側ガ
ラス基板の表面上にマトリックス状にブラックマスク層
を形成し、このブラックマスク層で区画された領域にカ
ラーフィルタ層を形成し、周縁部近傍のやや内側の封止
側ガラス基板に形成した溝に乾燥剤を収納したことを特
徴とする封止缶。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、新たな構造のエレ
クトロルミネセントディスプレイ（ＥＬＤ）装置及びそ
のＥＬＤ装置に使用する封止缶、並びにその封止缶の製
造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】近年、エレクトロルミネセント（ＥＬ）
現象を利用した発光形の表示デバイスとして、高分子に
よる有機エレクトロルミネセントディスプレイ（ＥＬ
Ｄ）装置及びその白色ＥＬのカラー化が注目されてい
る。図７に模式的に示すように、従来のＥＬＤ装置１
は、例えば、透明なガラス基板２の表面にアノード電極
となる透明電極３を形成し、その透明電極３上にカソー
ドセパレータ５により分離して発光層４を形成し、その
発光層４上にカソード電極６を形成し、この発光層４を
形成した側のガラス基板２上を水分、ガスによる損傷を
防止するための封止缶７で覆う構造に形成されている。
この封止缶７は、表面に乾燥剤を収納するための溝８を
形成するとともに、カソードセパレータ５の高さ程度の
壁９を周囲に形成した形状で、壁９の端面をガラス基板
２の周縁部に密着させ所定の接着剤により封止してい
る。このような封止缶７としては、例えば、加工が容易
な金属板材等が使用されている。このＥＬＤ装置１は、
透明なガラス基板２側のＡ方向から画像を見ることがで
きる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】従来のＥＬＤ装置１で
は、金属板材からなる封止缶７が使用されることがある
が、発光層４を形成した基板２がガラス材料であるた
め、特に大型化したときには金属とガラスとの間の熱膨
張係数の違いから封止上に問題を生じ、かつコスト高に
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なるおそれがあった。このため、封止缶７をガラス基板
２と同じ熱膨張のガラス材料を使用することが好ましい
が、従来においては乾燥剤を収納するための溝８及び周
縁部の壁９を精密に加工するのが容易でなくコスト高に
なることがあった。
【０００４】また、従来の構造のＥＬＤ装置１を製造す
るとき、ガラス基板２の表面にアノード電極となる透明
電極３を形成しているが、この透明電極３としては一般
的にＩＴＯ（Indium Tin Oxide）膜が使用されている。
このＩＴＯ膜をガラス基板２上に形成したとき、その表
面に突起が形成されることが知られており、この突起が
上部に形成される発光層４を貫通して上のカソード電極
６との間で電気的な短絡が生じるおそれがあるため、Ｉ
ＴＯ膜の表面の突起をなくすための平坦化する工程が必
要となっている。
【０００５】本発明は上記事情に鑑みなされたもので、
製造工程が簡単になりカラー化も容易になる新たな構造
のＥＬＤ装置、及び熱膨張による問題を生じることがな
くなり、精密で安価に製造することができるＥＬＤ装置
に使用する封止缶、並びにその封止缶の製造方法を提供
することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に請求項１に記載の発明にあっては、発光側ガラス基板
の表面にアノード電極を形成し、そのアノード電極上に
カソードセパレータにより分離してエレクトロルミネセ
ント現象により発光する発光層を形成し、その発光層上
にカソード電極を形成した発光部に、該発光層を形成し
た側の発光側ガラス基板上を水分、ガスによる損傷を防
止す乾燥剤を収納した封止缶で覆う構造のエレクトロル
ミネセントディスプレイ装置において、前記発光部の発
光側ガラス基板の表面上には、アノード電極として金属
膜層を形成し、その金属膜層上のカソードセパレータで
区画された領域に発光層を形成し、その発光層上に透明
なカソード電極となる薄膜の電極層を形成し、前記封止
缶は、透明な封止側ガラス基板の表面上の前記発光層に
対向する位置にカラーフィルタ層を形成するとともにそ
のカラーフィルタ層の周囲にブラックマスク層を形成
し、周縁部の内側表面に形成した溝に乾燥剤を収納し、
かつ周縁部に前記ブラックマスク層あるいはカラーフィ
ルタ層のいずれか一層以上の壁を形成し、前記封止缶の
壁の端面が発光側ガラス基板の周縁部に接着した構造を
有することを特徴とするものである。カラー画像を封止
缶の透明な封止側ガラス基板側から見ることができ、発
光部側の複雑な積層構造を避けて簡単な構造にでき、製
造工程も容易になり、電気的な短絡の問題を生じること
がなくなる。
【０００７】請求項２に記載の発明にあっては、請求項
１記載のエレクトロルミネセントディスプレイ装置に使
用する封止缶は、透明な封止側ガラス基板の表面上にマ
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トリックス状にブラックマスク層を形成し、このブラッ
クマスク層で区画された領域にカラーフィルタ層を形成
し、周縁部近傍のやや内側の封止側ガラス基板に形成し
た溝に乾燥剤を収納し、かつ周縁部に前記ブラックマス
ク層あるいはカラーフィルタ層のいずれか一層以上の壁
が形成されていることを特徴とするものである。封止側
ガラス基板の周縁部にＢＭ層及びカラーフィルタ層を積
層することにより封止に必要な高さの壁を簡単にでき、
熱膨張による封止上の問題を生じることがなくなり、精
密加工が可能になり、金属材料よりも安価に製造するこ
とができる。
【０００８】請求項３に記載の発明にあっては、透明な
封止側ガラス基板の周縁部のやや内側表面に乾燥剤を収
納する溝を形成する工程と、前記封止側ガラス基板の周
縁部を除く表面にブラックマスク層及びこのブラックマ
スク層の間の領域にカラーフィルタ層を形成する工程
と、前記ブラックマスク層及びカラーフィルタを形成す
る工程と同じ工程において前記封止側ガラス基板の周縁
部表面にブラックマスク層あるいはカラーフィルタ層の
いずれかを１層以上の壁を形成する工程とを備えること
を特徴とするものである。封止側ガラス基板の周縁部に
ＢＭ層及びカラーフィルタ層を積層することにより封止
に必要な高さの壁を、それらの層を形成する工程と同時
に製造することがき工程が簡単になる。
【０００９】請求項４に記載の発明にあっては、発光側
ガラス基板の表面にアノード電極を形成し、そのアノー
ド電極上にカソードセパレータにより分離してエレクト
ロルミネセント現象により発光する発光層を形成し、そ
の発光層上にカソード電極を形成した発光部に、該発光
層を形成した側の発光側ガラス基板上を水分、ガスによ
る損傷を防止す乾燥剤を収納した封止缶で覆う構造のエ
レクトロルミネセントディスプレイ装置において、前記
発光部の発光側ガラス基板の表面上には、アノード電極
として金属膜層を形成し、その金属膜層上のカソードセ
パレータで区画された領域に発光層を形成し、その発光
層上に透明なカソード電極となる薄膜の電極層を形成
し、かつ周縁部には前記カソードセパレータと同じ高さ
の壁を形成し、前記封止缶は、透明な封止側ガラス基板
の表面上の前記発光層に対向する位置にカラーフィルタ
層を形成するとともにそのカラーフィルタ層の周囲にブ
ラックマスク層を形成し、周縁部の内側表面に形成した
溝に乾燥剤を収納し、前記封止缶の周縁部の表面が発光
側ガラス基板の周縁部に形成された壁の端面に接着した
構造を有することを特徴とするものである。カラー画像
を封止缶の透明な封止側ガラス基板側から見ることがで
き、発光部側の複雑な積層構造を避けて簡単な構造にで
き、製造工程も容易になり、電気的な短絡の問題を生じ
ることがなくなり、さらには封止缶を接着する壁を簡単
に形成することができる。
【００１０】請求項５記載の発明にあっては、請求項４
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記載のエレクトロルミネセントディスプレイ装置に使用
する封止缶は、透明な封止側ガラス基板の表面上にマト
リックス状にブラックマスク層を形成し、このブラック
マスク層で区画された領域にカラーフィルタ層を形成
し、周縁部近傍のやや内側の封止側ガラス基板に形成し
た溝に乾燥剤を収納したことを特徴とするものである。
【００１１】
【発明の実施の形態】以下、本発明を図示の一実施形態
により具体的に説明する。図１～図３は本発明の第１実
施形態を示しており、図１はＥＬＤ装置を模式的に説明
する断面図、図２はＥＬＤ装置に使用する封止缶の製造
工程を説明する図、図３は封止缶と発光部とを接着する
状態を説明する断面図である。
【００１２】本実施形態のＥＬＤ装置１０は、図１に示
すように、白色発光のＥＬからなる発光部２０の表面に
対向させて、カラー化を可能とするブラックマスク層及
びカラーフィルタ層を形成した透明な封止缶１１を接着
した構造に形成され、封止缶１１側からカラー画像を見
ることができるようにしたものである。
【００１３】封止缶１１の製造方法は、まず、図２
（ａ）に示すように、厚さが、例えば、０．５～２．０
ｍｍ程度、好ましくは０．７ｍｍまたは１．１ｍｍ程度
のソーダライムガラス、ホウケイ酸ガラス、石英ガラス
等の材料からなる透明な封止側ガラス基板１２を用意
し、その表面をディップ式洗浄機で水酸化カリウム溶液
により基板洗浄を行う。次に、同図（ｂ）に示すよう
に、洗浄した封止側ガラス基板１２の表面の周縁部より
やや内側に幅が０．５～５ｍｍ、深さが０．０５～０．
３ｍｍ程度の乾燥剤を収納するための溝１３を形成す
る。この溝１３は、例えば、封止側ガラス基板１２の表
面に所定のマスクパターンを形成し、ウェットブラスト
装置を使用し、そのノズルからアルミナビーズを含む水
を、マスクパターンを形成した封止側ガラス基板１２の
表面に噴射させてウェットブラスト加工により形成され
る。次に、同図（ｃ）に示すように、封止側ガラス基板
１２表面の中央部には、カラー画像のコントラストを向
上するために画素の周囲を遮光するようマトリックス状
に形成されたブラックマスク（ＢＭ）層１４を形成する
と同時に、封止側ガラス基板１２の周縁部に同じ厚さの
ＢＭ層１４を形成する。このＢＭ層１４は、例えば、厚
さが０．８～１．５μ程度のクロム膜等からなり一般的
なフォトエッチング等の工程により形成される。次に、
同図（ｄ）に示すように、封止側ガラス基板１２表面の
中央部には、所定位置のＢＭ層１４間に赤（Ｒ）のカラ
ーフィルタ層１５を形成すると同時に、周縁部のＢＭ層
１４の上部に同じ厚さのカラーフィルタ層１５を積層し
て形成する。このカラーフィルタ層１５は、厚さが０．
８～１．５μ程度で一般的な分散法、染色法あるいは印
刷法等の工程により形成される。次に、同図（ｅ）に示
すように、封止側ガラス基板１２表面の中央部には、所
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定位置のＢＭ層１４間に緑（Ｇ）のカラーフィルタ層１
６を形成すると同時に、周縁部のカラーフィルタ層１５
の上部に同じ厚さのカラーフィルタ層１６を積層して形
成する。このカラーフィルタ層１６は、厚さが０．８～
１．５μ程度で赤（Ｒ）のカラーフィルタ層１５と同様
の一般的な分散法、染色法あるいは印刷法等の工程によ
り形成される。次に、同図（ｆ）に示すように、封止側
ガラス基板１２表面の中央部には、所定位置のＢＭ層１
４間に青（Ｂ）のカラーフィルタ層１７を形成すると同
時に、周縁部のカラーフィルタ層１６の上部に同じ厚さ
のカラーフィルタ層１７を積層して形成する。このカラ
ーフィルタ層１７は、厚さが０．８～１．５μ程度で赤
（Ｒ）や緑（Ｇ）のカラーフィルタ層１５，１６と同様
の一般的な分散法、染色法あるいは印刷法等の工程によ
り形成される。次に、同図（ｇ）に示すように、溝１３
内に乾燥剤１８を収納することにより、透明な封止側ガ
ラス基板１２の中央部にはＢＭ層１４で区画された領域
に赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）のカラーフィルター層
１５，１６，１７が形成されると同時に、封止側ガラス
基板１２の周縁部にＢＭ層１４及びカラーフィルター層
１５，１６，１７が積層されて所定の高さ（ｈ）を有す
る壁１９を持つ封止缶１１が形成される。
【００１４】次に、発光部２０は、例えば、０．５～
２．０ｍｍ程度で透明な発光側ガラス基板２１上に、ア
ノード電極となる電極層として、例えば、クロム（Ｃ
ｒ）、銀（Ａｇ）、アルミニュウム（Ａｌ）あるいはニ
ッケル（Ｎｉ）等の材料からなる金属膜層２２を１００
０Å程度の厚さに形成し、その金属膜層２２の上部に、
例えば、ポリイミド、アクリル、ノボラック等の樹脂材
料をベースにした１μ程度の厚さに形成された絶縁膜層
２４を介して、その上部に金属膜層２２表面から高さ
（ａ）が、例えば、３～５μ程度のカソードセパレータ
２５を形成し、このカソードセパレータ２５で区画され
た金属膜層２２の上部に白色発光のＥＬ材料からなる発
光層２３を１０００Å程度の厚さに形成し、この発光層
２３の上部にプラチナ（Ｐｔ）、金（Ａｕ）あるいは銀
（Ａｇ）等の材料からなり透明になる、例えば、厚さが
３００～５００Å程度の薄膜の電極層２６を形成する。
この発光部２０の金属膜層２２、発光層２３、絶縁膜層
２４、カソードセパレータ２５及び電極層２６は、一般
的な製造工程により形成される。
【００１５】次に、上記のように製造された封止缶１１
は、封止側ガラス基板１２の周縁部にはＢＭ層１４及び
カラーフィルター層１５，１６，１７が積層されて高さ
（ｈ）が４～６μ程度の壁１９が形成されており、その
壁１９は少なくともカソードセパレータ２５の高さ
（ａ）よりやや高く形成されている。この封止缶１１の
壁１９が形成された側を発光部２０の表面に向け発光層
２３とカラーフィルター層１５，１６，１７を対向さ
せ、封止缶１１の壁１９の端面と発光部２０の周縁部と
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7
を熱により接着するか、あるいは紫外光により瞬間的に
接着する接着剤２７により封止することで図１に示すよ
うなＥＬＤ装置１０が形成される。
【００１６】上記構成のＥＬＤ装置１０では、白色発光
のＥＬ材料からなる発光層２４の発光により封止缶１１
側に形成されたＢＭ層１４及びカラーフィルタ層１５，
１６，１７によりコントラストの良いカラー画像を封止
缶１１の透明な封止側ガラス基板１２側から見ることが
できる。また、この構造のＥＬＤ装置１０では、封止缶
１１側にＢＭ層１４及びカラーフィルタ層１５，１６，
１７を形成しているため、発光部２０側の複雑な積層構
造を避けて簡単な構造にでき、製造工程も容易になる。
さらに、発光部２０の発光側ガラス基板２１側から画像
を見ることがないため、発光部２０側にアノード電極と
して透明性のない金属膜層２２を使用することが可能に
なり、透明なＩＴＯ膜層を使用した場合に生じやすい表
面の突起により、カソード電極となる電極層２６との間
の電気的な短絡の問題を生じることがなくなり、かつ平
坦化加工するための工程を省略することができる。ま
た、電極層２６は、プラチナ（Ｐｔ）、金（Ａｕ）ある
いは銀（Ａｇ）等から厚さが３００～５００Å程度の薄
膜に形成しているため透明になり、発光層２４からカラ
ーフィルタ層１５，１６，１７への光の通過に悪影響を
与えることがない。
【００１７】また、上記ＥＬＤ装置１０に使用する封止
缶１１の製造方法では、封止側ガラス基板１２の表面に
ウェットブラストにより溝１３を形成していることで、
ウェットブラストによる加工が微粒子を水に含めて噴射
させるため、例えば、エアーによるサンドブラストより
精密加工が可能になる。また、封止側ガラス基板１２の
周縁部にＢＭ層１４及びカラーフィルタ層１５，１６，
１７を積層することにより封止に必要な高さｈの壁１９
を、それらの層を形成する工程と同時に製造することが
できるため、封止側ガラス基板１２を溝状に加工する必
要がなくなり工程を簡単にできる。このように形成され
る封止缶１１では、発光部２０の発光側ガラス基板２１
と同じガラス材料を使用することができるため、熱膨張
による封止上の問題を生じることがなくなり、精密加工
が可能になり、かつ金属材料よりも安価に製造すること
ができる。
【００１８】図４～図６は本発明の第２実施形態を示し
ており、図４はＥＬＤ装置を模式的に説明する断面図、
図５はＥＬＤ装置に使用する封止缶の製造工程を説明す
る図、図６は封止缶と発光部とを接着する状態を説明す
る断面図である。なお、第１実施形態に対応する部分及
び部材は同一の符号を記し詳細の説明を省略する。
【００１９】本実施形態のＥＬＤ装置１０´は、図４に
示すように、白色発光のＥＬからなる発光部２０´の表
面にカラー化が可能な透明な封止缶１１´を接着した構
造に形成され、封止缶１１´側からカラー画像を見るこ
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とができるようにしたものである。
【００２０】封止缶１１´は、まず、図５（ａ）に示す
ように、第１実施形態と同様の透明な封止側ガラス基板
１２を用意し、その表面をディップ式洗浄機で水酸化カ
リウム溶液により基板洗浄を行う。次に、同図（ｂ）に
示すように、洗浄した封止側ガラス基板１２の表面の周
縁部よりやや内側に第１実施形態と同様に乾燥剤を収納
するための溝１３をウェットブラスト加工により形成す
る。次に、同図（ｃ）に示すように、封止側ガラス基板
１２表面の中央部には、マトリックス状に形成されたブ
ラックマスク（ＢＭ）層１４を一般的なフォトエッチン
グ等の工程により形成する。次に、同図（ｄ）に示すよ
うに、封止側ガラス基板１２表面の中央部には、第１実
施形態と同様に所定位置のＢＭ層１４間に赤（Ｒ）のカ
ラーフィルタ層１５を形成すると同時に、周縁部の封止
側ガラス基板１２の上部に同じ厚さのカラーフィルタ層
１５を形成する。次に、同図（ｅ）に示すように、封止
側ガラス基板１２表面の中央部には、所定位置のＢＭ層
１４間に緑（Ｇ）のカラーフィルタ層１６を第１実施形
態と同様に形成する。次に、同図（ｆ）に示すように、
封止側ガラス基板１２表面の中央部には、所定位置のＢ
Ｍ層１４間に青（Ｂ）のカラーフィルタ層１７を第１実
施形態と同様に形成する。次に、同図（ｇ）に示すよう
に、溝１３内に乾燥剤１８を収納することにより、透明
な封止側ガラス基板１２の中央部にはＢＭ層１４で区画
された領域に赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）のカラーフ
ィルター層１５，１６，１７が形成されると同時に、封
止側ガラス基板１２の周縁部にカラーフィルター層１５
が所定の高さ（ｈ´）を有する壁１９´を持つ封止缶１
１´が形成される。
【００２１】次に、発光部２０´は、発光側ガラス基板
２１上に第１実施形態とほぼ同様に金属膜層２２、発光
層２３、絶縁膜層２４及びカソードセパレータ２５が形
成されるが、このカソードセパレータ２５を形成する工
程において、発光側ガラス基板２１の周縁部で封止缶１
０´のガラス基板１１周縁部の赤（Ｒ）のカラーフィル
タ層１５を形成した位置に対応する部分に、同じ高さ
（ａ）のカソードセパレータ２５´が絶縁膜２４上に壁
２９として形成される。このカソードセパレータ２５´
の壁２９が第１実施形態の封止缶１０側に形成される壁
１９と同様の役割ものとなる。その他の構成は第１実施
形態と同様である。
【００２２】次に、上記のように製造された封止缶１１
´は、封止側ガラス基板１２の周縁部にはカラーフィル
ター層１５が高さｈ´の壁１９´に形成され、発光部２
０´側の発光側ガラス基板２１の周縁部に高さａのカソ
ードセパレータ２５´の壁２９が形成されている。この
封止缶１１´の壁１９´が形成された側を発光部２０´
の表面に向け発光層２３とカラーフィルター層１５，１
６，１７を対向させ、封止缶１１´の壁１９´の端面と
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発光部２０の壁２９の端面とを熱により硬化するか、あ
るいは紫外光により瞬間的に接着する接着剤２７により
封止することでＥＬＤ装置１０´が形成される。
【００２３】上記構成のＥＬＤ装置１０´では、第１実
施形態と同様に、ＢＭ層１４及びカラーフィルタ層１
５，１６，１７によりコントラストの良いカラー画像を
封止缶１１´側から見ることができる。また、この構造
のＥＬＤ装置１０´では、封止缶１１´側にＢＭ層１４
及びカラーフィルタ層１５，１６，１７を形成している
ため、発光部２０´側の複雑な積層構造を避けて構造を
簡単にでき、製造工程も容易になる。さらに、第１実施
形態と同様に発光部２０´側にアノード電極として透明
性のない金属膜層２２を使用することが可能になり、電
気的な短絡の問題を生じることがなくなり、かつ平坦化
するための工程を省略することができる。また、電極層
２６は、発光層２４からカラーフィルタ層１５，１６，
１７への光の通過に悪影響をることがない。
【００２４】また、上記ＥＬＤ装置１０´に使用する封
止缶１１´の製造方法では、第１実施形態と同様に、ウ
ェットブラストにより溝１３を形成していることで、精
密加工が可能になる。また、封止側ガラス基板１２の周
縁部にカラーフィルタ層１５を形成することで封止に必
要な高さｈ´の壁１９´を、その層を形成する工程と同
時に製造することができるため、封止側ガラス基板１２
を溝状に加工することなく工程を簡単にできる。このよ
うに形成される封止缶１１´では、発光部２０´の発光
側ガラス基板２１と同じガラス材料を使用することがで
きるため、熱膨張による封止上の問題を生じることがな
くなり、精密加工が可能になり、かつ金属材料よりも安
価に製造することができる。
【００２５】なお、上記第１実施形態において、封止缶
１１の壁１９としてＢＭ層１４及びカラーフィルタ層１
５，１６，１７を積層した例を説明したが、少なくとも
カソードセパレータ２４よりやや高くなるよう、ＢＭ層
１４あるいはカラーフィルタ層１５，１６，１７のいず
れかを１層以上形成すればよく実施形態に限定されな
い。また、第２実施形態において、封止缶１１の壁１９
´として赤（Ｒ）のカラーフィルタ層１５を形成した例
を説明したが、他のＢＭ層１４あるいはカラーフィルタ
層１６，１７を１層あるいは積層してもよく、必要によ
リ壁１９´を省略して接着剤２７のみにすることも可能
である。さらに、封止缶１１，１１´と発光部２０，２
０´との間の接着には、一定の大きさに形成されたビー
ズを含む接着剤を使用することもできる。
【００２６】
【発明の効果】以上説明したように本発明のＥＬＤ装置
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では、発光部の表面に対向させて、カラー化を可能とす
るブラックマスク層及びカラーフィルタ層を形成した透
明なガラス基板からなる封止缶を接着した構造にしたこ
とで、製造工程が簡単になりカラー化も容易になる新た
な構造を提供できる。また、本発明のＥＬＤ装置に使用
する封止缶では、発光部と同じ材料の透明な封止側ガラ
ス基板にＢＭ層及びカラーフィルタ層を形成することで
熱膨張による問題を生じることがなくなり、精密で安価
に製造することができる。さらに、本発明の封止缶の製
造方法では、ＢＭ層あるいはカラーフィルタ層を形成す
る工程で壁を形成することが可能になり製造工程を簡単
にできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態のＥＬＤ装置を模式的に
説明する断面図である。
【図２】本発明の第１実施形態のＥＬＤ装置に使用する
封止缶の製造工程を説明する図である。
【図３】本発明の第１実施形態の封止缶と発光部とを接
着する状態を説明する断面図である。
【図４】本発明の第２実施形態のＥＬＤ装置を模式的に
説明する断面図である。
【図５】本発明の第２実施形態のＥＬＤ装置に使用する
封止缶の製造工程を説明する図である。
【図６】本発明の第２実施形態の封止缶と発光部とを接
着する状態を説明する断面図である。
【図７】従来のＥＬＤ装置の構造を説明する断面図であ
る。
【符号の説明】
１０，１０´  ＥＬＤ装置
１１，１１´  封止缶
１２  封止側ガラス基板
１３  溝
１４  ブラックマスク（ＢＭ）層
１５，１６，１７  カラーフィルタ層
１８  乾燥剤
１９，１９´  壁
２０，２０´  発光部
２１  発光側ガラス基板
２２  金属膜層
２３  発光層
２４  絶縁膜層
２５，２５´  カソードセパレータ
２６  電極層
２７  接着剤
２９  壁
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